第七回障がい者制度改革推進会議　意見提出フォーマット

交通アクセス、建物の利用

○基本的な考え方
移動や建物を含む諸設備の利用の権利について、障害者基本法等に明文を置くことの是非について、ご意見を賜りたい。

未だに繰り返し生じている乗車拒否や利用拒否の事態をふまえて、当然、明記すべきである。

いままで国等において移動や利用について曖昧な表現（安心して自由に）を使い「権利」という文言を避けてきた。そのことから合理的配慮を欠く様々な問題が派生してきている。特に移動については生活の基盤そのものを奪うことになり障害者基本法や交通基本法なかに明記すべきである。

福祉のまちづくり条例やハートビル法、交通バリアフリー法、バリアフリー新法は、いずれも、国・都道府県・市町村・事業者のできる範囲でのバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化を促進させてきた。その成果は、基本的に評価できる。

だが、あくまで、「行政が事業者に基準を示し、事業者が基準を満たすことによって、（結果として）移動等の円滑化が図れる」ということを想定した枠組みである。そのため、障害者の移動や建物を含む利用の権利は積極的に位置づけられてこなかった。

この枠組みから転換を図り、障害者の移動・利用の権利を中心に据えた法制度にしていくためにも、明文化は不可欠である。

　また、移動の権利とともに、「切れ目のない移動の確保」の明記も、障害者基本法、（ないしは、今後、制定されると言われている交通基本法）になされる必要があると考える。「切れ目のない移動の確保」の明記の上で、電車やバス、地下鉄等の公共交通機関のバリアフリー化の推進の一方、ＳＴＳといった個別的な移動サービスを拡充していくことが必要である。
○「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下、バリアフリー新法）」のについて

１、旧法も含めてバリアフリー新法が果たして来た役割の中で、積極的に評価すべき点について、ご意見を賜りたい。
第一は、旧法において、旧法成立から10年間の期限を定め、目標数値を定めて整備を進めてきたことである。

これらの鉄道駅舎のエレベーター設置等、目標設定された事項については、旧法成立時にはバリアフリー化展開を現出したと評価している。

第二は、市町村が、都市計画の一手法として、主要な旅客施設を含む重点整備地域を定め、事業者毎に、バリアフリー化目標と期限を定めた基本構想を策定できるようにしたことである。

第三は、交通バリアフリー化の必要性等を各種バリアフリー化整備の進展と共に市民各層に渡って、継続的に広報周知してきたと思えることである。

ただ、これらの進展の一方で、後の質問項目にある地域間格差をもたらしたいことも大きな課題として指摘しておかなければならない。とりわけ、交通施設の内重点整備施設である駅舎の定義、5000人以上の乗降客については、地域の判断、区市町村が柔軟に決定できるよう、利用者数の規模制限を外すべきである。交通事業者の逃げ道を排除する必要がある。

　また、目標設定がされた項目の中でも、未達成のものについて今後どのように達成させるかが課題である。
２、地方都市、農村における輸送機関の縮小やバリアフリー整備の遅れは、障害者及び高齢者の生活に与える影響が大きい。現行法適用対象外の既存建物、既存交通施設の段階的変更と支援策についてどう考えるか。
現時点から翻ると、旧法の制度的しくみは「一日の乗降客5000人以上の駅舎」を対象にする等、地方都市や農村と大都市とのバリアフリー格差をもたらすことを（意図していたかは別にしても）内包していたと言わざるを得ない。

現行法のバリアフリー化できる資力とやる気のある市町村及び事業者のみを想定したしくみでは、地方都市・農村部と大都市部では、格差が広がるばかりである。

この間の地方交通の疲弊と相まって、地方都市・農村におけるバリアーの相対的増大は、早急に解決しなければならない課題である。

そのために、地方都市・農村部に適合したバリアフリー化整備基準の創設及び目標数値と期限の設定、さらには、地方都市・農村部に適合したミニマム移動権・利用権の保障の観点を入れた都市計画・交通計画の策定が必要であると考える。

いずれにせよ、移動権や利用権を念頭に置いた新たな支援策を考えるべきである。

３、地域間格差を埋めるために、「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準」等の各種基準をどのように策定し、個人にとって必要となる合理的配慮が提供されるような仕組みを構築するべきか、ご意見を賜りたい。
基本的考え方で述べた通り、現行のバリアフリー法や福祉のまちづくり条例は一般的なバリアフリー基準を満たすことにより（結果として）利用の円滑化が進むことを想定している枠組みである。そのために、事業者が提供しているサービス・機能を実際に利用できるかどうかという点からの基準の設定はきわめて不十分である。障害者一人ひとりの「特定の場合に必要」とされる「合理的配慮」が確保されるような見直しが必要である。

また、基準の見直し（並びに、人的接遇対応の研修内容等も含めて）にあたっては、この間、ストレッチャータイプやハンドル式車椅子利用の障害者に対する乗車拒否・利用拒否の事例が目立っていることから、これらタイプの車椅子の利用を想定したものにしていくことが求められる。

【尾上追加資料　参照】

個人のニーズに対する合理的配慮は、ユニバーサルデザインの視点からも共通な仕様と個別ニーズ対応する仕様を同時に行うべきである。この場合ハード面について共通仕様の整備を前提に、人的接遇対応等も射程に入れたものでなければならない。

その際、人的接遇対応が適切になされるためには、事業者の職員研修を障害当事者参画のもと進めていく仕組みが必要になる。「心のバリアフリー」など情緒的な表現ではなく、事業者等の責務とし研修・教育プログラム等を位置づけ、当事者参画のもとでの義務化にすべきである。
４、同法25条により策定される市町村の重点整備地区の基本計画の義務付け、ならびに障害者の参画について、ご意見があれば賜りたい。
市町村基本構想の策定は義務付けとしない限り、既存交通施設、建築物のバリアフリー整備は大きくは変わらない。また併せて協議会の設置および当事者参画は義務とすべきである。今までも当事者の参画と言われてきたが、多くのところで形式的に扱われており実質的な参画を実現させなければならない。一方で実質的な参画を実現させるうえで不可欠な人材育成は急務とされ、障害当事者のバリアフリーアドバイザーの育成等を図る必要がある。

また、バリアフリーチェック、アドバイス等を、障害当事者だからこそできる仕事として取り組めるように雇用を開発すべきであると考える。

　また、基本構想策定の際には、「切れ目のない移動の確保」も計画の中の項目として、STS等の充実策等も盛り込むようにすべきである。

５、障害者の権利に関する条約９条１項は、「施設及びサービス利用等の利用の容易さに対する妨げ及び障壁を特定し、及び撤廃する」ための適切な措置をとることを規定している。
　一方で、乗車拒否、利用拒否があることを鑑み、実態調査を行い、改善をはかる仕組みについて、ご意見を賜りたい。

これまで移動円滑化基準等に適合しているバリアフリー施設や車両においてすらも、障害者が｢乗車拒否｣されてきた。これはバリアフリー法の趣旨からしても、とても容認できないことである。

障害当事者参画の下で、早急に実態調査を行い、障害当事者参画の下での調停機関を設けるべきであると考える。

また、バリアフリー新法の市町村基本構想では、重点整備地区を決め基本構想策定が行われ、その後特定事業計画が立てられ、計画にそって事業の実施が行われる。その過程で当事者参画のもとでのPDCAサイクルの重要性について謳われてはいるが、各プロセスや完成後の評価はほとんどされていないのが現状である。そのため当事者によるモニタリングを明確に位置付ける必要がある。（最後の、その他の項目を参照）

当事者による監視は施設や建物にのみだけではなく、乗車拒否や利用拒否等へ対しても行われる機関を協議会に併設し当事者の役割のひとつとする。

なお、調査、是正勧告、救済については自治体及び国レベルで行う必要がある。

当事者を半数以上含む委員会を関連省庁内に設置し、相互に情報交換しながら対策結果を公表する仕組みとする。また、対策への反論、苦情も受け付ける仕組み、対策がどのように改善されたかの検証も同委員会での責務と考えます。重大な差別行為に当たる場合は、現地調査を行い、罰則規定を設けるなどの措置が必要。

そうした委員会の下で交通事業者と利用者を同時に実態調査し、齟齬を分析、対策に役立てることは、きわめて有益であると考える。

○その他

【当事者参画の制度化、評価システムとスパイラルアップの実行化】

広範な都市再開発、まちづくり計画、住宅地計画、大規模建て替え事業など、特に面整備事業での総合的なバリアフリー（ユニバーサルデザイン）事業について、企画、設計、施工、供用開始、その後の運用に至るまで一貫してチェックし、バリアフリーの観点から事業評価する新制度が求められる。多くの大規模事業では、構想から基本設計段階までのチェックは行われますが、実施設計、維持、管理についての規定がない。利用者の参加を法により制度化すべきである。

これまで理念や手法的な提示にとどまっている「バリアフリー改善のスパイラルアップ」について、今後、それを実行させる仕組みを、国レベル、都道府県政令市レベル、区市町村レベルの三段階で設置する規程を盛り込みたい。この各段階において、自己評価、第三者評価、改善内容（対策）の公表を義務付ける必要がある。

障害者の地域生活を実現していくためには、公営住宅をはじめとする住宅のバリアフリー化が急務である。特に、高齢者住宅に対する制度（新規、改修）はある程度ありますが、障害者が居住する公的住宅制度の改善が完全に取り残され、老朽化が深刻であり、早急な対応が求められる。

さらに、住宅のハード面だけでなく、多様な地域での住まいの確保のために、借り上げ賃貸住宅等の手法や公的保証人制度等も活用した、「地域での住まい方支援」の飛躍的な拡充が求められる。
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